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通学を含めた学校教育活動におけるクマ被害の防止について（依頼）

このたび、市内全域においてクマの出没が頻繁に確認され、クマによる人身被害が
発生するなど、今までにない憂慮すべき事態となっております。
つきましては、クマによる事故を未然に防止するとともに、事案に対する児童生徒
の安全・安心に配慮するため、下記の対応にご協力くださいますようお願いします。

記

１ 児童生徒の登下校については、保護者による送迎を推奨すること
２ 家庭の事情により開門時間前に登校する児童生徒がいる場合には、玄関前等
で待機することがないよう、開門時間を早めるなどの対応を行うこと
３ 児童生徒の下校手段として保護者が引き渡しを希望する場合は、保護者に引
き渡すまで校内で安全に待機させること
４ クマによる被害を心配し、登校に不安を訴える児童生徒については、次の点
に配慮して対応すること
・クマによる被害を心配し、児童生徒が登校を控える場合は、校長の判断に
より出席停止として取り扱うことができる。
＊出席停止の理由は「クマ対策のため」と記載すること
・登校を控える児童生徒にはタブレット端末を配布するなどし、学習に遅れ
が生じないよう配慮すること。また、家庭でＩＣＴを活用した学習等を行
った場合は、校長は指導要録上の出席扱いとすることができる。

なお、１～４については、クマの活動が沈静化することが見込まれる１１月
末をめどとして対応する旨、保護者に周知するようお願いします。
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